
 

 



 

 

 

 

＜適時開示体制の概要＞ 

 

当行の会社情報の適時開示に係る行内体制の状況は､下記のとおりです。 

 

 

適時開示規則上開示が求められる会社情報に該当する決定事実及び発生事実に関する

情報が認められた場合には､下図の体制で適切な開示措置を講じております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要情報発生(決定)部署 

主管部(総合企画部) 

内容把握・適時開示の要件判定 

TDnet 登録 

(開 示) 

開示内容上程・審議 

(決算に関する情報) 

取締役会等 頭 取 

報告・協議 

(発生・決定事実) 

報告 



スキルマトリックス 
① 社内取締役 

 
※上記スキルは保有するスキルの⼀部であり、すべての知⾒や経験を表すものではありません。 
 
 
②社外取締役 

 
※上記スキルは保有するスキルの⼀部であり、すべての知⾒や経験を表すものではありません。 


